
  不登校児童生徒が自宅においてＩＣＴ等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上

の出欠の取扱いについて 

 

１ 趣 旨  

  不登校の児童生徒の中には、学校への復帰を望んでいるにもかかわらず、家庭にひきこ

もりがちであるため、十分な支援が行き届いているとは言えなかったり、不登校であるこ

とによる学習の遅れなどが、学校への復帰や中学校卒業後の進路選択の妨げになっていた

りする場合がある。このような児童生徒を支援するため、我が国の義務教育制度を前提と

しつつ、一定の要件を満たした上で、自宅において教育委員会、学校、学校外の公的機関

又は民間事業者が提供するＩＣＴ等を活用した学習活動を行った場合、校長は、指導要録

上出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができることとする。 

 

２ 出席扱い等の要件  

  義務教育段階における不登校児童生徒が自宅においてＩＣＴ等を活用した学習活動を行

うとき、当該児童生徒が在籍する学校の長は、下記の要件を満たすとともに、その学習活

動が、当該児童生徒が現在において登校を希望しているか否かにかかわらず、自ら登校を

希望した際に、円滑な学校復帰が可能となるような学習活動であり、かつ、当該児童生徒

の自立を助けるうえで有効・適切であると判断する場合に、指導要録上出席扱いとするこ

と及びその成果を評価に反映することができる。 

 

（１）保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。  

 

（２）ＩＣＴ等を活用した学習活動とは、ＩＣＴ（コンピュータやインターネット、遠隔

教育システムなど）や郵送、ＦＡＸなどを活用して提供される学習活動であること。  

 

（３）訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること。対面指導は、当該

児童生徒に対する学習支援や将来の自立に向けた支援などが定期的かつ継続的に行わ

れるものであること。  

 

（４）学習活動は、当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラム

であること。なお、学習活動を提供するのが民間事業者である場合には、「民間施設に

ついてのガイドライン（試案）」（別添３）を参考として、当該児童生徒にとって適切で

あるかどうか判断すること。（「学習活動を提供する」とは、教材等の作成者ではなく、

当該児童生徒に対し学習活動を行わせる主体者を指す。） 

  

（５）校長は、当該児童生徒に対する対面指導や学習活動の状況等について、例えば、対

面指導に当たっている者から定期的な報告を受けたり、学級担任等の教職員や保護者

などを含めた連絡会を実施するなどして、その状況を十分に把握すること。 

 

（６）ＩＣＴ等を活用した学習活動を出席扱いとするのは、基本的に当該児童生徒が学校

外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活

動であること。なお、上記（３）のとおり、対面指導が適切に行われていることを前提

とすること。  

 



（７）学習活動の成果を評価に反映する場合には、学校が把握した当該学習の計画や内容

がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合であること。  

 

３ 留意事項  

 

（１）この取扱いは、これまで行ってきた不登校の児童生徒に対する取組も含め、家庭に

ひきこもりがちな義務教育段階の不登校児童生徒に対する支援の充実を図り、社会的

な自立を目指すものであることから、ＩＣＴ等を活用した学習活動を出席扱いとする

ことにより不登校が必要な程度を越えて長期にわたることを助長しないように留意す

ること。  

 

（２）ＩＣＴを活用する場合には、個人情報や著作権の保護、有害情報へのアクセス防止

など、当該児童生徒に対して必要な事前の指導を行うとともに、その活用状況につい

ての把握を行うこと。その際、ＩＣＴの活用について保護者にも十分な説明を行うと

ともに、活用状況の把握について必要な協力を求めること。  

 

（３）教職員や不登校児童生徒の教育に関する専門家以外の者が対面指導を行う場合には、

教育委員会や学校等が適切な事前の指導や研修、訪問活動中の援助を行うなど、訪問

する者の資質向上等に努めること。  

 

（４）出席扱いの日数の換算については、学校や教育委員会が、例えば、対面指導の日数

や学習活動の時間などを基準とした規程等を作成して判断することなどが考えられる

こと。  

 

（５）ＩＣＴ等を活用した学習活動の成果を評価に反映する場合の指導要録への記載につ

いては、必ずしもすべての教科・観点について観点別学習状況及び評定を記載するこ

とが求められるのではないが、児童生徒の学習状況を文章記述するなど、次年度以降

の指導の改善に生かすという観点に立った適切な記載がなされるようにすること。 

    また、通知表その他の方法により、児童生徒や保護者等に学習活動の成果を伝えたり

することも考えられること。  

 

（６）このほか、本制度の活用に当たっては、別紙を参照すること。  

 

４ 指導要録の様式等について  

  上記の取扱いの際の指導要録の様式等については、平成３１年３月２９日付け３０文科

初第１８４５号「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習

評価及び指導要録の改善等について」を踏まえ、出席日数の内数として出席扱いとした日

数及び児童生徒が通所又は入所した学校外の施設名を記入すること。 

 

 

 

 

「不登校児童生徒への支援の在り方について（通知）」別記１ 

令和元年１０月２５日 元文科初第６９８号 文部科学省初等中等教育局長通知 


